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令和７年12月大木町農業委員会 

総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年 12月 11日（木） 午前 9時 30分から 

 

２．開催場所  大木町役場 ３階 第１会議室 

 

３．総会構成員現在総数 18名 

 

 

４．出席委員  （15名） 

１番 松本 久吉 
２番 菰方 利幸 
３番 岡崎 良輔 
５番 中島 智道 

    ８番 池口 活友 
    ９番 平木 俊博 

１０番 田中 良二 
１１番 荒巻 明子 
１２番 熊本 森行 
１３番 北島 秀一 
１４番 塚本 英統 

   １５番 今村 真由美 
   １６番 山口 茂德 

１８番 松永 靜義 

    １９番 井手 正宏（会長） 

 

 

５．欠席委員 （3名） 

６番 廣松 伸幸 
７番 小林 律子 

１７番 牟田口 美智子 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長  鶴岡 寛士 

書  記  原田 壮一郎 

 

 

 

 

 



７．議事内容 

 1．報告 

   １）農地法第１８条第６項の規定による通知について 

２）農地法第５条第１項の許可申請書取下げについて 

 

2．議事 

   １）農地法第５条第１項の許可申請について 

   ２）農業委員の辞任に関する同意について 

 

 

3. その他 

  １）今後の日程について 

２）その他 

 

    

 

 

８．会議の概要 

          

議 長    それでは皆さん、おはようございます。 

朝もだいぶ冷え込み、インフルエンザの方が流行しております。 

皆さまくれぐれもインフルエンザの予防をしていただきたいと思い

ます。それでは大木町農業委員会会議規則第 6 条の規定により、委

員の過半数が出席していますので、本日の総会が成立することを報

告いたします。 

ではただいまより、12月の農業委員会総会を開催いたします。 

携帯電話をお持ちの方はいつもの通りマナーモードか、電源をお切

りになってください。そして本日の議事録署名人を 9 番委員平木委

員、10番委員田中委員にお願いいたします。 

なお、牟田口委員、廣松委員、小林委員については欠席の連絡が入

っております。 

それでは報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による通知につ  

いて」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

        

 

事務局      （ 朗読説明 「省略」 ）  

 

 

 



議 長   事務局の説明が終わりました。報告第１号を終わります。 

       次に報告第２号「農地法第５条第１項の許可申請取下げについて」を 

議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

 

事務局      （ 朗読説明 「省略」 ）   

 

  

議 長   事務局の説明が終わりました。報告第２号を終わります。 

      次に議案第１号「農地法第５条第１項の許可申請について」を議題 

とします。番号１番を議題とします。事務局の説明をお願いいたしま

す。 

   

 

事務局      （ 朗読説明 「省略」 ）         

   

 

議 長   事務局の説明が終わりました。現地調査の結果について、現地調査

委員の田中委員の意見をお願いします。  

 

 

田中委員    １２月８日に、平木委員と事務局の３名で現地調査を行いました。

先ほど事務局より説明があったとおり、周囲は住宅と公園と申請人

所有の田んぼに囲まれており、排水については東側の側溝を通じて

排水される計画になってます。何ら問題はないと思いますので、審

議のほどよろしくお願いします。 

  

議 長    続いて地元委員の意見ですが、私の担当地区ですので私が述べさせ

ていただきます。 

 

 

井手会長    事務局と現地調査委員の田中委員さんの説明のとおりでございま

す。ここは私の家がもう半世紀以上永久小作で耕作していたところ

で、数年前に譲ることについて問題がおきたところです。 

今回は住宅を建てるということで、３筆に分けて住宅地として売買

するということを聞いております。周辺状況を考えますと何も問題

ありませんので、皆さまよろしくお願いいたします。 

    

 



議 長    皆さまの意見をよろしくお願いいたします。 

 

各委員       （ 意見なし ） 

 

報     

   議 長    意見もないようですので質疑を終わります。採決いたします。 

        番号１番を承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 

各委員        （ 全員挙手 ） 

 

     

議 長    ありがとうございます。全員賛成とみとめ、番号１番を承認すること 

に決定いたします。次に議案第２号「農業委員の辞任に関する同意につ

いて」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

 

事務局      （ 朗読説明 「省略」 ）  

 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。皆さまの意見をお願いします。 

 

 

中島委員     辞任が承認された場合、選挙などはあるんですか？ 

 

     

事務局     法令上は、必ず補欠補充をしなさいという規定にはなっておりませ 

ん。町長および会長、委員の中で決めていく形になります。質問の答

えであれば、補填するというのは必ずしも義務ではないという事にな

っております。 

 

 

議 長     他にありませんか? 

 

     

各委員        （ 意見なし ） 

    

 

議 長     意見もないようですので質疑を終わります。 



            牟田口委員と廣松委員が辞任することに賛成の方は挙手をお願い

いたします。 

 

各委員        （ 全員挙手 ） 

 

 

議 長     はい、ありがとうございます。全員賛成とみとめ、承認すること

に決定いたします。次にその他の事項に入ります。事務局の説明

をお願いいたします。 

                        

 

事務局    それでは初めに、委員の辞任による担当地区の変更についてご  

協議いただきたいと思います。現在の委員の任期が残り半年程度と

なっており、今から委員補充を行うとすれば公募手続きや議会承認

といった手続きが必要となり、選任されても在任期間が非常に短く

なることを踏まえ、会長と協議した結果、補充無しで現在の委員さ

んで担当地区を調整していく方針で考えております。 

      

 

議 長     ２つの地区で欠員が出ることになり、大変だとは思いますが皆さ 

んで協力して農業委員活動を行っていただければと思っておりま

す。上牟田口地区については、隣接する上木佐木地区の平木委員に

お願いしたいと思います。三八松地区については、同じく隣接する

奥牟田地区の松永副会長にお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。すみませんがよろしくお願いいたします。 

 

 

松本委員    少し妙なことをお聞きしますが、報酬の方はその分増えるという

ことですか？単純に計算すると倍になりますが。 

 

 

議 長    それは増えません。 

 

 

事務局    条例で一人当たりの年間の報酬額が決められておりますので、変わ

りません。ただし、皆さんに提出してもらっている日誌に記載され

る活動日数で最適化交付金分は変わってくるかとは思います。 

       以上です。 

 



     

 議 長     お二人にはご負担をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたし

ます。私もできることがあれば協力します。塚本さんもよろしく

お願いいたします。 

         それではその他の事項に入りたいと思います。 

 

 

 

事務局         （ 説明 ） 

 

 

 

     議 長    それでは今月の農業委員会総会をこれで閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．議案の賛否 

 

  １）農地法第５条第１項の許可申請について 

番号１        賛成 14名    反対 ０名 

 

 

２）農業委員の辞任に関する同意について 

  

番号１     賛成 14名    反対 ０名 

 

 

 

 

10．閉会の日時  令和７年１２月１１日（木） 午前１０時５０分 

  



 

議長はこの議事録を調整し、議事録署名人とともに署名する。 

 
 

令和 ７年  月  日 

 

 

 

 

議   長 

    （井手 正宏） 

 

 

 

   議事録署名人 

   （平木 俊博） 

 

 

 

   議事録署名人 

   （田中 良二） 

 

 

 

 

 

 


